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主な予定
Schedule

10月11日・12日

10月17日・18日

10月19日

10月24日

11月1日

11月7日

11月12日～25日

11月15日

11月30日

12月20日

男女共同参画フォーラム（京都府）

日本女性会議2008とやま（主催：日本女性会議2008とやま実行委員会、富山市）

男女共同参画フォーラム（横浜市）

全国男女共同参画宣言都市サミット（山形市）

男女共同参画宣言都市奨励事業（富山県高岡市）

全国男女共同参画宣言都市サミット（出雲市）

女性に対する暴力をなくす運動（主唱：男女共同参画推進本部）
（11月25日　女性に対する暴力撤廃国際日）

男女共同参画宣言都市奨励事業（兵庫県加西市）

男女共同参画宣言都市奨励事業（福井県鯖江市）

男女共同参画宣言都市奨励事業（広島県熊野町）

巻頭言

「浦島太郎体験セット」をご存じだろうか。耳栓、視野狭窄効果のある眼鏡、
手袋、さらには重り付きのベストや靴など、高齢者と似た体や心の状態を疑
似体験できる一式のことだ。これを付けて歩くと、ものすごく怖い。信号の色
が分からないし、交差点に近づいてきた車に気づかない。駅や歩道橋の階段
の上り下りがひと苦労だし、買い物では小銭の出し入れに手間取る。
かつて留学先の米国の大学でも同じような体験をした。あるテーマについ

て賛成か反対か自分の考えを述べる。次に真逆の立場で意見交換をする。つ
まり賛成者は反対者の気持ちで、反対者は賛成者になったつもりで議論する
のである。とんでもなく大変だった。
島国に生まれた私たちは、自分と違う異質なものを受け入れることに慣れ
ていない。たとえば国が女性の割合を３割まで高めようと一生懸命旗を振っ
ても、女性管理職はまだまだ少数派だ。男同士それなりの秩序をもって仕事
をしてきたのに、女性だからと重用される。そりゃあ釈然としないだろう。だ
けど、いきなり抜擢された側だって戸惑っているはずだ。大切なのは、相手の
気持ちを思いやること。まずは相手の立場でものを考える訓練から始めたい。

Foreword

Hayasaka Reiko

産経新聞社
編集委員 
早坂礼子

共同参画に寄せて



“Kyodo - Sankaku”

Number 6

10
October 2008

特集 女性研究者の
活躍促進・支援

行政施策トピックス1

スペシャル・インタビュー

リレーコラム

連載

行政施策トピックス2

取組事例ファイル

ニュース＆インフォメーション

リレートーク

Page 12

Page 17
Page 18
Page 19

目次

Page 02

Page 08

Page 10

企業が仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に
取り組むメリットについて（下）

「人権をいかに大切にしていくか」
～男女共同参画や福祉の基本的理念として～
千葉県野田市長　根本 崇

ディーセントワーク（尊厳ある労働）の中心に男女平等参画／
植本 眞砂子（自治労副中央執行委員長）

小渕優子 男女共同参画担当大臣が就任 他

藤村 由美子（ウィ・ネットとちぎ　事務局）／
野中 まりこ（佐賀県立女性センター（アバンセ））

その1

その2

その3

Page 13
Page 14
Page 15

Page 16

世界のワーク・ライフ・バランス事情⑥～ドイツ～／
渥美 由喜（株式会社富士通総研主任研究員）

「平成１９年度雇用均等基本調査」結果概要

仕事と生活の調和室だより⑥

フィリップ モリス ジャパンのDV被害者への支援

その1

その2

とよた男女共同参画センター（キラッ☆とよた）

株式会社損害保険ジャパン

科学技術分野の研究活動の活性化と
国際競争力強化を目指して

表紙イラストレーション／谷口広樹　ロゴデザイン、表紙、本文フォーマットデザイン／岡本一宣デザイン事務所

Contents



2

特集Special Feature

　女性研究者の活躍は、今後、
我が国が科学技術の分野にお
いて国際競争力を維持・強化す
る上でも、また、多様な視点・
発想を取り入れた研究活動を活
性化させる上でも重要です。
　しかし、我が国の研究者に占
める女性の割合は、12.4％（平
成19年）と他の先進国と比べて
2分の1から3分の1の水準にすぎ
ず、女性の活躍が今後一層期待

されます。
　また、大学教員の所属分野
は、女性は、特に、理工系でそ
の割合が低いなど分野に偏りが
見られるほか、職位が上がるに
したがって割合が低くなってい
ます（表1、表2）。また、女性
研究者の所属は、大学や公的機
関が多くなっています（表3）。
　女性研究者が少ない理由に
ついては、出産・育児、介護等
の家庭の事情を挙げる研究者

女性研究者の活躍促進・支援
科学技術分野の研究活動の活性化と
国際競争力強化を目指して

内閣府男女共同参画局推進課

が最も多く（表4）、育児等との
両立が難しいことがわかりま
す。育児等の間に研究業績が十
分に上げられないことが、キャ
リア形成の支障となり、研究現
場を離れざるを得ないことが多
いという問題があります。ま
た、いったん研究現場を離れる
と、次の研究ポストを得ること
が難しく、研究現場に復帰しに
くい状況となっています。

1 現状と課題

表1　学部学生・院生に占める女性割合
data
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（備考）文部科学省「学校基本調査」（平成19年度）より作成。

（備考）文部科学省「学校基本調査」（平成19年度）より作成。 （備考）総務省「平成19年科学技術研究調査報告」より作成。

表2　大学教員における分野別女性割合
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人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 商船 家政学 教育
0

20

40

60

80

100
(%)

教授 準教授 講師 助教 助手

1
8.
9

3
0.
9

4
4.
0

3
7.
2

6
8.
7

9.
9

2
3.
3

3
1.
3

2
7.
9

5
8.
7

3.
9

8.
7

1
8.
8

4
5.
9

1
2.
4 2.

1

5.
8

9.
9

8.
5

1
5.
0

1.
9

6.
9

1
3.
2

1
2.
9

5
1.
5

1
9.
6

2
3.
8

2
7.
8

2
9.
3

5
6.
3

2.
3

1
4.
3

5
0.
0

5
0.
0

1
0.
0

3
0.
0

5
0.
2

6
8.
5

6
6.
1

8
8
.
0

1
3.
9

2
3.
8

3
4.
2 2

3.
5

4
9.
6

表3　研究者の所属機関
data

女性研究者の所属

男性研究者の所属
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Report

平成17年12月に策定した「第2次男女共同参画基本計画」では、
「新たな取組を必要とする分野」の一つとして科学技術を取り上
げ、科学技術政策と連携しつつ女性研究者の活躍促進に係る取組
を行ってきました。さらに本年４月に策定しました「女性の参画加
速プログラム」においても、女性研究者は、重点的に取り組む分野
として取り上げており、一層の施策の充実を図ることとしています。

　国においては、男女共同参画
基本計画（第2次）、第3期科学
技術基本計画において女性研
究者の活躍促進について盛り込
み、男女共同参画政策、科学技
術政策の重点として位置づけて
おり、採用者における女性の割
合を自然科学系全体として25％
（理学系20％、工学系15％、農
学系30％、保健系30％）という
目標を掲げるなど採用、登用か
ら両立支援等まで幅広く取組を
行うこととしています。
　さらに、女性研究者が研究と
育児等との両立が特に困難な事
情にかんがみ、本年4月には、
「女性の参画加速プログラム」
において、重点的に取り組む分
野の一つとして研究者を位置づ
け、取組を強力に推進し、その
成果を他の分野にも波及してい

くこととしています。

①出産・育児からの復帰支援
　研究者が出産育児による研
究中断後に、円滑に研究現場
に復帰できるよう日本学術振
興会の行う特別研究員制度に
支援枠を設定しています（平
成18年度～）。
　また、科学技術振興機構の
行う戦略的創造研究推進事業
に参加する研究員の出産・育
児等に際して、男女共同参画
促進費を研究チームに支給
（平成20年度～）しています。
②女性研究者を支援する大学・
　研究機関への支援
　科学技術振興調整費によ
り、女性研究者が研究と出
産・育児等を両立し、研究活
動を継続するための支援を行

う仕組みを構築するモデルと
なる優れた取組を支援（平成
18年度～）しています。
　さらに、人材の多様性確保
のため、女性研究者の採用割
合等が低い分野における女
性研究者の養成を加速的に
促進するための取組の支援
（平成21年度～）を現在概算
要求中です。
③若年女性の理工系への進路
　選択への支援
 科学技術分野で活躍する女
性研究者・技術者、大学生等
と女子中高生との経験交流等
の理系進路選択を支援する
ための取組（平成18年度～）
や各大学、研究機関と連携し
た情報提供、意識啓発のため
のチャレンジキャンペーン
（平成17年度～）を実施して
います。

2 国の取組

《国の主な施策》

表4　女性研究者が少ない理由
data

出産、育児、介護等の家庭の事情

評価、昇進、処遇において女性が不利な状況にある

時間外労働などの勤務時間や勤務形態の特殊性
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女性研修者を増やす努力を特にしていない

職場における人間関係や風土、雰囲気などの問題

相談相手やモデルとなるべき女性の先輩がいない等の職場の状況

施設、設備面で快適な職場環境の整備が不十分
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（備考）文部科学省「我が国の研究活動の実態に関する調査報告」（平成17年度）より作成。
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Special Feature

女性研究者の活躍促進に向けて
大学等における女性研究者支援の取組の好事例
お茶の水女子大学教授・学長特別補佐　塩満 典子

平成18年度より開始された科
学技術振興調整費「女性研究
者支援モデル育成プログラム」
では、女性研究者がその能力を
最大限発揮できるようにするた
めの支援等を行うモデル事業を
推進している（図1）。
スタートして間もないが、女
性研究者の活躍促進のための
システム改革として、①人事・
予算、②業務・体制、③研究教
育支援，④情報支援，⑤意識啓
発に係る改革が著しく進展して
いる。重点の置き方は各機関に
より特色がある。機関内で改革
効果を深めるとともに、機関外
へ波及効果を水平展開すること
により、女性研究者の採用比率
の向上、離職率の低下、研究業
績の向上、女子中高生など次世
代の科学技術分野への参加等
が加速的に推進されることが期
待されている。
採択機関における共通的な事

業効果として、意思決定・実
行・評価に係るシステム改革が
推進され、機関長の意思決定過
程と密接に結びついた位置づけ
で、「男女共同参画室」、「女
性研究者支援室」など、支援策
の中核となる組織が設立されて
いる。
また、機関長が率先して方向
性を指し示すことにより、「男
女共同参画宣言」、「アクショ
ンプラン」等の基本方針、女性
研究者の積極的な採用のための
「数値目標」等の明示とフォロ

ーアップが行われている。制度
改革としては、人事・採用、予
算配分、勤務時間、研究教育、
情報支援等について、新制度の
導入や関連規程の改定が進め
られている。
筆者の所属するお茶の水女

子大学では、「女性研究者に適
合した雇用環境モデルの構築」
に向けて、学長の強いリーダー
シップの下、女性研究者支援、
キャリアサポートのための
COSMOS推進室の立ち上げを
始め、システム改革として、以
下の進展を図っている。
①人事・予算改革
・公正で透明性の高い公募採
用と客観的業績評価の積極
的な推進
・「女性の教員比率の低い領
域の新規教員採用に関して
学位・業績・能力等が均等
の場合は、女性を優先す
る」原則を中期目標・中期
計画に明記
・子育て支援のための予算配
分

②業務改革
・９時―５時勤務実現のため
の業務改善・合理化
・会議時間管理のための学内
制度・規則の改定（「予定
しない、延長しない」）

③研究教育支援・子育て支援
・支援要員の配置
・学内保育施設等の整備
・次世代育成支援対策行動
計画

④情報支援
・ホームページ、冊子配布
・相談窓口、カウンセラー・
メンター制度、キャリアサ
ポート
・ 人材情報バンク
・ロールモデル情報の活用、
シンポジウム・交流会の開
催、DVDの作成

⑤意識改革
・全学的ワーク・ライフ・バ
ランス
この結果、顕著な効果とし
て、支援要員が配置された5名
のモデル研究者が、勤務時間
「9時―5時」をほぼ可能にしつ
つ研究時間を確保することによ
り、通常は研究活動の低下が生
じやすい子育て期に、研究業績
の維持・向上を図っている。ま
た、支援要員自身のスキル向上
など、副次的効果も確認されて
いる。
女性教員数の割合は増加し、
大学の平均値（16%、平成19年
5月、講師以上）に比較し、極め
て高い割合を示している（平成
16年度：38％→平成20年度：45
％）。
昨年度に実施した科学技術
振興調整費・若手研究者自立的
環境整備促進プログラムの国際
公募においても、高い競争率
（21倍）の中、女性研究者の多
くの応募（21採択機関の平均応
募率9％、本学：31%）、優秀な
女性研究者の採用（平均採用率
11%、本学：44%）につながって
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いる。
他のモデル育成事業採択機

関でも、先進的な取組が推進さ
れている。たとえば、機関長の
持つ裁量的経費を財源として、
人件費の再配分などを報奨的な
動因とすることにより、女性研
究者の採用比率の向上に努める
など好事例が多い。女性の機関
長は、本学を含め、3機関に限
られているが、理事、副学長、
学長特別補佐、副理事、部局長
等への女性の参画を促進し、女
性研究者の意見の反映に努め
ている機関も増えている。ま
た、出産・育児・介護に配慮し
た評価システムの開発・導入、
出産・育児に伴う任期延長、情
報ネットワークを活用した子育
て支援など、効果的な両立支援
策も多く見られる。
一般的には、大学において、
男女共同参画のための取組が
進んでいない面もまだ多いが
（図2）、先導的な機関での男女
共同参画に向けた取組や制度改
革に触発される機関も多く、全
国展開が推進されつつある。　
このような我が国における機
関単位及び連携したネットワー
クでの取組が、類似の家族文
化・労働価値観を有する東アジ
アを中心とした国際的な取組と
して発展することが期待され
る。

図1 科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル
育成事業採択機関の全国分布

平成18年度採択機関
お茶の水女子大学
京都大学
熊本大学

東京女子医科大学
東京農工大学
東北大学
奈良女子大学
日本女子大学
北海道大学
早稲田大学

平成19年度採択機関
大阪大学
九州大学
神戸大学

（独）産業技術総合研究所
（独）森林総合研究所

千葉大学
東京大学
名古屋大学
広島大学

（独）物質・材料研究機構

平成20年度採択機関
金沢大学
慶應義塾大学
静岡大学
島根大学
津田塾大学
東海大学

東京医科歯科大学
東京工業大学
富山大学
新潟大学
日本大学
三重大学
宮崎大学

18年度採択機関

19年度採択機関

20年度採択機関

（備考）文部科学省資料より作成

（備考）日本学術会議「男女共同参画に関するアンケート調査結果」（平成19年度）に基づき作成

図2 大学における男女共同参画のための取組
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科学技術系分野における男女共同参画の実態と課題
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〈学協会連絡会の大規模アンケ 
　ート調査〉
わが国では、科学技術系分野
の専門職における女性の割合
は、他の先進諸国に比べて著し
く少ない。人口減少・少子高齢
化が進行する中、科学技術系の
人材を確保し、社会をより豊か
に発展させるために、女性研究
者・技術者への期待は高まって
いる。この分野の男女共同参画
を進めるために、主に理工系分
野の学協会が連携し、平成14年
に男女共同参画学協会連絡会
を設立して活動を行っている。
現在、67の学協会が加盟し、会
員数は48万人、その女性比率は
約7％である。連絡会では、平
成15年度と平成19年度に大規模
アンケートを実施し、男女共同
参画の実態調査を行った。
平成19年度の第２回調査に

は、約1万4千人（男性10,349
名、女性3,761名、女性比率27
％）が回答を寄せた。回答者の
所属機関は大学（54％）、研究
機関（20％）、企業（23％）で
あり、年齢は男女とも30代が最
も多かった。専門分野は男女と
も生命系が最も多く（全回答者
の42％）、女性比率は生命系、
化学系、物理系、数学系、建築
系、電気情報系、機械系の順で
低くなっていく。
この分野では、研究職を志す
場合、大学院を修了して博士の
学位を取得し、ポスドク（ポス
トドクトラルフェロー、博士取

得後研究員）などの職で研鑽を
積んだ後、30代の中頃から後半
で大学や研究機関の常勤職に
就いて研究者として独立する、
というステップを踏むことが多
い。あるいは、大学や大学院を
卒業後、研究機関や企業におい
てチーム型の研究職や技術職に
就いている。回答者の多くは、
「この職業が好き」「自分の能
力が発揮できる」「真理の探究
をしたい」など、主体的・積極
的な理由で職業選択をしてい
る。
回答者の学歴、学位（博士）
の取得状況、研究職と技術職の
比率、などにおいては男女の差
がほとんどないが、大学、研究
機関、企業ともに職位が高くな
るほど女性比率が低くなってお
り、いわゆる「ガラスの天井」
の傾向がみられる。また、任期
のない常勤職より、任期付き職
や非常勤職など、不安定な雇用
における女性比率が高い。この
ため、女性の平均的な収入は男
性の約80％となっている。１週
間当たりの職場での仕事時間は
男性56時間、女性52時間で、男
女とも４年前の第１回調査時よ
り2時間減ったが、自宅での仕
事時間は男女ともに2.3時間増え
て8.3時間であり、自宅に仕事を
持ち帰る傾向が強まった。

〈研究者・技術者の家庭と子育
　ての状況〉
有配偶者率は、30代以下では

ほとんど男女差がないが、40代
以上では男性が90%、女性が
71%である。男性回答者の配偶
者は半数強が無職であるが、女
性回答者の配偶者はほとんどが
有職者で、66%が研究者・技術
者である。有配偶者のうち単身
赴任など家族の別居の経験者
は女性に多く、特に大学に所属
する女性は約半数が経験してい
る。　
子どもの数は男女で差があ

り、50代以上で男性は平均2人
に達するが、女性は平均1.3人で
ある。40代女性の子どもの数は
平均0.9人であり、一般に40代以
上では女性の子どもの数はほと
んど増えないので、少子化傾向
が明らかである。どの年代にお
いても男女ともに、２人以上の
子どもをもつことを理想として
いるが、その可能性については
男性の40％、女性の60％が否定
的である。理由として、男性で
は経済的困難、女性ではキャリ
ア形成と育児の両立の困難を挙
げる人が多い。実際に、男性の
年収と子どもの数には正の相関
があり、30代のポスドクは同年
代の他の職と比べて年収が低い
ので、独立した研究職を目指す
ポスドクにとって子どもをもつ
ことが経済的に厳しい状況がう
かがえる。一方、家事・育児・
介護の時間は、子どもをもつ女
性のうち特に未就学児をもつ場
合には1週間当たり約32時間と
なり、同じ状況の男性に比べて
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20時間以上、未就学児をもたな
い男性より25時間ほど長く、負
担が大きい。未就学児をもつ女
性の職場での仕事時間は43時間
で、男性や子どもをもたない女
性より12‐13時間短くなってお
り、育児による仕事時間への影
響が大きく、仕事と子育ての両
立が難しいことが明らかであ
る。

〈任期付き職及び新たな施策に
　ついての意見の動向〉
近年、研究職の分野では任期
付き職の割合が増えてきている
が、今回の調査では、任期制の
導入に賛成する人よりも任期制
の撤廃に賛成する人のほうが上
回り、４年前の調査と比べると
逆転した。ポスドクなどの任期
付き職にある30代では、その先
の就職が狭き門で競争が厳しい
こと、期間が限定される雇用で
の育児休業が難しいことなどか
ら、将来の展望が見えにくく家
庭や子どもをもちにくいといっ
た不安を抱えている。特に女性
は、その時期が出産・育児の時
期に当たるので、非常に厳しい
状況となっている。
平成18年度から文部科学省

等により、男女共同参画に関連
した4つの施策「育児からの復
帰支援」「女性研究者支援モデ
ル育成」「女子中高生理系進路
選択支援」「女性研究者採用の
数値目標」がスタートした。調
査時点では、これらの事業が開

始されてからの日が浅いため、
認知度は十分に高いとはいえな
いが、概ね肯定的に評価されて
いる。女性研究者の採用の数値
目標（理学系20%、工学系
15%、農学系30%、保健系
30%）については、若い世代や
男性に否定的意見がやや多く、
特にポスドクや任期付き職にあ
る男性にその傾向が強い。しか
し、男女とも年齢が高くなるほ
ど、また職位が高くなるほど肯
定的意見が増えており、立場や
経験による考え方の違いが見ら
れる。

〈科学技術系分野の男女共同参
　画のために〉
以上の調査結果に基づき、連
絡会では、本年７月に女性研究
者支援事業の一層の推進と拡
充を求める要望をまとめ、関係
各方面への働きかけを行ってい
る。
科学技術系分野の研究職に

は、独立した研究職に就く競争
が厳しく、研究者として確立す
る時期が遅いこと、また、離
職・休職後の復帰や、同業のカ
ップルが同じ地域で研究職に就
くのが難しいことなど、特有の
問題がある。この分野の人材を
育成し、男女ともに活躍できる
環境をつくるためには、ポスド
ク後の安定した職の確保、仕事
と子育ての両立支援、女性指導
者の養成、などが重要な課題で
ある。新システムの導入など積

極的な支援策が必要であると同
時に、従来の画一的なスタイル
にとらわれない多様な働き方や
考え方を模索し、受け入れてい
くことが大切である。男女とも
に、そのような意識をもち、柔
軟な対応ができる機会が増える
ことを願っている。

【参考】
科学技術系専門職における男女
共同参画実態の大規模調査
http://annex.jsap.or.jp/renrak
ukai/enquete.html

科学技術振興調整費による「女
性研究者支援モデル育成」事業
の推進と拡充，出産・子育て等
支援制度の拡充，並びに任期付
職の育児支援等に必要な施策
の実現に関する要望
http://annex.jsap.or.jp/renrak
ukai/request/index.html
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行政施策トピックス／国の施策紹介

企業が
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に
取り組むメリットについて（下）T O P I C S

内閣府男女共同参画局調査課

1Part

ある企業の長時間労働是正に関する取組例 企業担当者の声

ある企業の業務効率化に関する取組例 企業担当者の声

【製造、従業員300人以下】A社

【製造、従業員300～1,000人】B社

【通信、従業員3,000～10,000人】C社

◎お互い業務を代替できるように従業員を
　多能工に育成
◎業務の棚卸し
　（従業員の休業等は他の従業員の業務
　を見直すよい機会と捉え、当該従業員の
　業務を総覧して省略できる業務は止め、
　残りの業務は周囲の従業員の業務の見
　直しも行った上でそれぞれ割り振る）
◎業務の無駄取り
　（書類のチェック体制見直しや書類作
　成の単純化等）

◎周囲の従業員の業務の見直しや若
　手の育成の促進
◎業務代替による“お互い様”意識が
　醸成、職場のチームワークの高まり
◎長く働きたいと考える優秀な人材の
　採用

その他、業務効率化の工夫例

【製造、従業員300人以下】
◎業務を補い合うため、従業員の日々の
　業務日程に関する情報を周囲で
　共有化

【製造、従業員300～1,000人】
◎一部の部署において19時以降の
　社内間電話を禁止

【情報・通信、従業員3,000～10,000人】
◎個々の従業員の業務の視える化を図
　った上で、作業を平準化

【製造、従業員300～1,000人】
◎管轄する業務を全て洗い出して異なる
　部署の社員でも手伝える業務とそうで
　ない業務を明確化し、日常的に他部署
　からの支援を受けられる体制を整備

◎超勤の4割削減という数値目標を達成

◎残業時間が2割（1月平均35時間から
　28時間へ）削減
◎月100時間以上残業者の人数を8割
　削減（効果を受けて、「20時ルール」
　への移行も検討中）

◎時期的な繁忙に応じ、3種類の所定労
　働時間（通常7時間45分）に加え繁忙期
　（8時間45分）閑散期（7時間）を設定。
　メリハリのある働き方を推進

◎トラブルを起こすプロジェクトに長時間
　労働者が多い傾向がみられたことを契
　機に「21時ルール」（21時以降残業する
　場合は手続きを必要とする）を全社的に
　導入
◎部下が長時間労働とならないよう管理
　できたかを管理職の評価項目に

　まず、長時間労働を是正するには、業務の効率化が不可欠であり、企業の業務の効率
化や長時間労働の是正に対する取組については、業務や業務分担の見直し、残業の削
減促進、休暇の取得促進、多能工（何種類もの仕事ができる従業員）育成などがあり、
企業がそれらに取り組むことによって、次のようなメリットがもたらされます。

残業時間が従業員1人当たり
30分短くなることにより企業全
体で1年間に削減されるコスト
は多額に上ります。
○従業員 1,000人の企業：約3
　億70万円
○従業員 500人未満の企業：
　約1億3,500万円
○従業員 50人の企業：約　　
　1,180万円
業務目標を変えずに業務効率
化に努め残業時間を短くすれ
ば、生産性が向上することにな
ります。

残業時間が短くなる場合
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　一方、心身の健康と保持は仕事をするのに欠かせない大前提であり企業の活力保持
に不可欠です。特にメンタルヘルス面で問題を抱える従業員は増加傾向にあり、従業員
の健康づくりに対する支援やカウンセリングの取組により、周囲の従業員に与える業務
負荷や精神的な影響等、深刻なデメリットを防ぐことができます。罹患者数が減少し、
心身の健康を害した従業員にかかるコストもその分少なくてすみます。

まとめ　企業が仕事と生活の調和に取り組むと以下のように多様なメリットがもたらさ
れます。

「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット」につきまして、今回は、業務の効率化や
長時間労働の是正が実現した場合について、また、従業員の心身の健康保持に取り組ん
だ場合についてを取り上げます。

ある企業の従業員の心身の健康維持に関する取組例

従業員1人（30代後半、年収約600万円 男性）が休職する場合

企業担当者の声

【情報・通信、従業員3,000人～10,000人】C社
◎健康診断結果に基づき残業制限、深夜
　勤務禁止、就業禁止等の就業制限を
　実施。
（治療を開始すると就業制限は解除。3ヶ月
後に本人の状況を改めてみて再検討。）

◎半年前と比べ罹患者数が3割減少

※休職期間に関して
（注）最初の3カ月は私傷病休暇、年次有

給休暇を取得し、後半の3カ月は無給（但

し別途健保組合等からの補填はある）と

想定。

［休職前の3カ月］
STEP1

◎周囲の従業員が業務
　を残業で手伝う。
　（約99万円）

［休職期間（6カ月）］
STEP2

◎周囲の従業員が業務
　を残業で行う。（注）
　（約224万円）※

［休職後の3カ月］
STEP3

◎周囲の従業員が業務
　を残業で手伝う。
　（約99万円）

Point!
メンタル面等の理由での休職者1人当たりに追加的にかかるコストは422万円に上ります。

（注）従業員100～999人の中規模企業を想定しています。

企
業
の
仕
事
と
生
活
の
調
和
へ
の
取
組

●多様な従業員の定着（離職率の低下）
●優秀な人材の確保（採用）
●従業員の満足度や仕事への意欲の向上
●従業員の生活者としての視点や創造性、時間管理能力の向上
●コスト削減（残業代など）
●生産性や売り上げの向上
●部下や同僚従業員の能力向上
●企業イメージや評価の向上
●従業員の心身の健康の保持促進
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スペシャル・インタビュー／第5回

「人権をいかに
大切にしていくか」
～男女共同参画や福祉の基本的理念として～

NEMOTO TAKASHI

Special Interview

－　野田市長として17年目に入
られたところですが、改めて市
長としての抱負をお聞かせ下さ
い。
根本　私自身の行政運営のスタ
ンスというのは、１つは憲法の
理念を大切すること、つまり人
権の問題です。人権をいかにし
て大切にしていくかという、憲
法の理念をベースにして、男女
共同参画も福祉部門の仕事もす
べての施策を展開していこうと
いうことです。
  もう一つは、自然との共生とい
うこと。具体的に申し上げる
と、ビオトープを作り、そこで
無農薬・有機のお米づくりをし
ていく中で、かつての里山を復
活させていくという取組、更に
有機栽培を進めていくために、
堆肥づくりを市が組織的に行
う、などという取組がありま
す。これらはマニフェストにも
書いているのですが、結果とし

て非常にユニークなマニフェス
トになったのではないかと思い
ます。
－　男女共同参画についても熱
心に取り組んでおられると伺っ
ています。女性管理職の登用率
の達成目標など、女性の活躍の
促進についてはどのようにお考
えですか。
根本　どこの市町村も、計画を
作ると、例えば「審議会の登用
率は何％にします」と書きま
す。野田市も40％と書いてあり
ます。野田市は既に目標を超え
ましたが、これが他の地域でな
かなか進まない。進まないのは
何かというと、トップが形だけ
つくって、それで済ませて、お
しまいと思ってしまうかどうか
だということだと思います。野
田市もかつては、女性の登用率
は低かったんです。
　ですから、審議会で女性比率
がどれだけになるのかというこ
とだけは全部チェックしていま
す。私がＯＫを出さない限り任
命行為が行われないという形に
していますから、基本的に40％
以下であった場合には、その理

由を求めて、納得できる理由が
ない限りは決裁しない。これで
すぐ実現できます。私はそれを
首長さん全員がやるべきだと思
います。下からの盛り上がりで
やっていくというのは、どこか
で止まってしまうというふうに
思っています。
－　野田市は、市として、全国
に先駆けて配偶者暴力相談支
援センターを設置し、配偶者か
らの暴力に関する基本計画の策
定をされていますが、そのきっ
かけについてお聞かせ下さい。
根本　平成８年に初めて県の男
女共同参画の審議会のメンバー
になりました。色々な政策を勉
強させて頂きましたが、ただ、
そのメンバーの皆さん方から
は、県レベルでの取組が進まな
いという不満が出ていたんです
ね。それならば、私どもでやれ
るだけのことをやってみようか
ということを考えまして、それ
で、平成14年に大綱を定めまし
た。大綱を定めるまでが結構難
しかったですが、ゴーサインを
出したら、そこから先はすっと
進んだんです。その大綱に沿っ

今回は、男女共同参画に
積極的に取り組む千葉県
野田市の根本崇市長に
お話を伺いました。
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根本　 崇
ねもと・たかし／東京大学法学部卒。建設
省（現：国土交通省）入省、千葉県企画部
水政課長、静岡県島田市助役、大臣官房政
策企画官を経て、野田市助役に就任。1992
年7月に野田市長として初当選、現在５期目。

た施策の延長線上にセンター、
基本計画があったんです。
　私は基本的には、自治体がこ
の話はやらなくちゃいけないと
思っていましたから、ほかでは
まだやってないときに、動いた
ということです。
－　被害者支援にあたって、警
察やＮＰＯ法人などの地域の関
係機関とどのように連携をとっ
ておられますか。
根本　シェルターを作ったとき
の話から申し上げます。これを
つくろうという話を考えたの
は、野田市という千葉県内の最
北端で、ＤＶ被害の女性をどこ
へといったら、千葉市にしかな
かった。そうすると、時間もか
かりますし、大変だし、それは
やはり市町村がそういうものを
つくるべきだろうということで、
大綱の中に書きました。
  そこではたと困ったのは、夜間
でもいかなるときでも、休みの
日でも対応しなくちゃいけない
わけですね。そうすると、うち
の男女共同参画課の職員だけで
は無理で、やはり市民の皆さん
方の御協力をいただかなければ

いけないなと。そのとき、それ
じゃあＮＰＯ法人をつくって、
その運営を受けましょうという
話をしてくれた方がいて、その
皆さん方がＮＰＯ法人をつくっ
てくれました。
　我々はそれでは施設を用意し
ましょう。運営の方は、そのＮ
ＰＯ法人と行政が連携プレーを
取ってやっていきましょうとな
りました。そうすると、夜間でも
24時間でも対応できるような格
好になります。ただしＮＰＯ法
人もそこに常時、人を配置する
というわけにはいきません。で
すから、やはり連絡がうまく取
れるような、行政とＮＰＯ法人
のメンバーの方の連絡網をつく
る。そんな形で夜でも対応でき
るようにしていく。当然、そのと
きには警察との連携プレーも取
っていくという話になってくる。
ドメスティック・バイオレンス対
策連絡協議会というのをつくっ
て、関係機関との間の連携プレ
ーを取っています。
－　最後に市長からのメッセー
ジをお願いします。
根本　問題は、私どもの市とし

ましても自分たちの市民が被害
に遭ったときに、野田市のシェ
ルターに置いておくよりはほか
の自治体のシェルターの方があ
りがたいんです。それが県の施
設だけではちょっとどうなのか
な、少し足らないのではないか
なと思っています。
  ですから、できれば、それぞれ
の自治体が、これは一部事務組
合でも結構ですから、ブロック
ごとにつくっておいてもらっ
て、その被害者の希望に応じ
て、できるだけ地元でないとこ
ろに行けるようにしていくとい
うシステムがいいんだろうなと
考えています。
  そして、自立させるために住宅
対策が一番大切だし、それとも
う一つはそこにおける生活保護
の問題をどう整理するかという
ことが大事だと思います。
－　本日はお忙しい中ありがと
うございました。

　　　　

千葉県野田市長

「男女共同参画のメルクマールは
『首長』のリーダーシップ」
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うえもと・まさこ／関西大学第二文学部卒業。1967 年大阪府庁入庁。自治労大阪府職書記長・同副委員長。大阪府
労連書記長。自治労大阪府本部書記次長。自治労副中央執行委員長・同書記長、連合副会長などを経て、自治労
副中央執行委員長。男女共同参画会議議員。国土審議会委員。日本水フォーラム評議員。編著「女性と労働組合」（明
石書店）

ディーセントワーク（尊厳ある労働）の中心に男女平等参画
植本 眞砂子

　99年男女共同参画社会基本法成立
時、私は法制化議論と第一次「行動計
画」策定議論を大阪の一組合の役員とし
て「職場と社会を変える武器」にできる
ものにしたいと、熱い期待を込めて見守
っていた。呼応する動きとして均等法が
改正され、セクシュアルハラスメント配
慮義務やポジティヴアクションなどが明
記された。さらに介護･育児休業法の改
正（2001年施行）児童買春・ポルノ禁止
法も成立した。この10年間、私達は、
「武器」を有効に「活用」出来ただろう
か？
　男女平等は一定進んできたともいわれ
るが、「ジェンダー主流化」即ち、あら
ゆる政策、活動がジェンダーの視点で提
起されている状況にはなっていない。日
本が「女性差別撤廃条約」批准に要した
月日、議論の中味・男女雇用機会均等法
制定の経緯を思い起こせば、日本社会に
おける固定的男女役割分担意識の解消と
経済・雇用政策のありようは密接不可分
である。高度成長から低成長に変わり、
片働きでは家計の維持が難しい世帯が増
え共働きが増加し、非正規労働者（8割
が女性）が増えてきたが、男女共同参画
を意識した法整備や意識改革は状況の
変化に追いついていない実情である。
　それは、政府が進める審議会の委員の
参画率30％は達成できたが、労働の場
（雇用労働のみならず農林水産・商業分
野でも）や政治（国会議員、自治体議
員）の場では、遅々とした歩みであるこ
とが物語っている。地域社会で男女共同
参画を進めていくためのツールとして
「基本法」に基づく、「条例」「行動計
画」づくりは、町村レベルでは進んでい
ない。

　国連の女性指標（国連人間開発報告
書）では2007年統計（2005年時）で、HDI
（人間開発指数）8位、GDI（ジェンダー
開発指数）13位、GEM（ジェンダー・エ
ンパワーメント指数）54位の状況であり、
『名誉ある地位』には程遠い現状である。
　ILOは、2004年6月第92回ILO総会で
「ジェンダー平等、賃金の平等、及び母
性保護の促進に関する決議」を採択し、
雇用問題のあらゆる側面に依然、男女平
等の浸透が不十分であり、大部分の国で
無給労働者、非典型労働者、求職意欲を
失ってしまった失意の労働者の大半が女
性であることを改めて指摘し、ディーセン
トワーク（尊厳ある労働）課題の4つの戦
略目標（権利、雇用、社会的保護、社会対
話）を貫くのはジェンダー平等と確認し
た。このことを日本でどう具現化するかと
いうことが問われている。
 一方、少子化対策として「次世代育成支
援推進法」の実効性を確保し、ワーク・ラ
イフ・バランス憲章・行動指針を具体化す
るためにも働き方改革が大きな課題であ
り、その道筋の先にディーセントワークが
ある。
　連合が提起している「労働を中心とし
た福祉型社会」は、男女がともに働き、と
もに社会を支える税・社会保険料を負担
し、そのことで福祉が向上し安心して働
きつづけられる、働くことに希望が持てる
社会、即ち男女共同参画社会である。その
具体的実現に向けて、税・社会保障の分
野での自立を促し、性に中立的な制度改
革や、保育・介護・医療の現場実態の改
善、同一価値労働同一賃金の確立、公契
約におけるポジティヴアクションの導入の
促進などスピード感を持って改革してい
く必要がある。私もその一翼を担いたい。

リレーコラム／男女共同参画のこれまでとこれから ⑥ Uemoto Masako

男女共同参画会議議員
自治労副中央執行委員長
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あつみ・なおき／東京大学法学部卒業。（株）富士総合研究所入社。2003年（株）富士通総研入社。
内閣府・少子化社会対策推進会議委員、ワーク・ライフ・バランス官民連絡会議委員、「子
どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議点検・評価分科会委員を歴任。

世界のワーク・ライフ・バランス事情⑥～ドイツ～
連載／その1

Atsumi  Naoki

　「欧州大陸型WLB」の一つとして今回
はドイツを取り上げる。実は、わが国と
ドイツは社会経済環境や取組み内容が非
常によく似ており、かつてはWLBへの取
組みが最も遅れた国の一つだったが、最
近は官民・地域が連携して注力している。

　前回、フランスでは積極的に出生促進
を図る意識が強いと述べた。隣国のドイ
ツでも人口減少への危機感は強い。とい
うのも、2050年までの世界の人口動向を
みると、英米仏等では人口が増え続ける
のに対して、ドイツは日本と同様に、
2005年をピークに人口は減少の一途をた
どると見込まれるからだ。
　ドイツでは、日本やイタリアと同様に、
第二次大戦中の人口促進政策に対する
根強いアレルギーがあり、長らく人口政
策に消極的だった。しかし、最近では政
府の広報用パンフレットの中でも、国民
が希望する子ども数と実際の子ども数の
ギャップを踏まえて、家族に優しい環境
づくりが「ドイツの将来性にとっては
もっとも重要な要素」と記載されるなど、
WLBは家族政策の柱となっている。

　2003年に「家族のための同盟」を結成
し、国、地方において様々な施策を展開
している。国レベルでは、産業界、関連
団体、研究者、政治家などが連携し「家
族に優しい」国となるための施策を展開
している。また、地方分権が進んでいる
特徴を生かし、「地域同盟」が市町村に
設置され、商工会議所、産業界、社会的
団体などが連携している。

　具体的には、4つの特徴がある。
　第一に、先進企業における取組事例を
紹介するとともに、企業単位でのコス
ト・ベネフィットを分析している。
　第二に、WLBの取組みによる社会全
体への経済的効果を明示し、成長の原動
力になるという結論を提示している。例
えば、WLB施策により女性の出生率が回
復することにより2020年まで人口規模は
維持され、2006～20年の間にGDPが大幅
に上昇する、といった具合である。
　第三に、企業コンクールを実施し、最
優秀賞1社ずつを選出している（賞金1万
ユーロ）。
　第四に、地域レベルで産官学の関係者
が集まり、「家族に優しい環境づくり」
について議論し、保育サービスの拡充な
ど、具体的な取組を進めている。
　連邦政府は、地域連携を促進するため
のコンサルティングを無料で提供したり、
地域連携のための好事例やハンドブック
をWEB上で公開している。こうした積極
的な後押しが奏功し、2007年には約400
の地域連携ができている。

　筆者はこれまで、わが国の全都道府
県・政令指定都市等を歩きまわり、少子
化対策やWLB施策をヒアリングしてきた
が、地域によってかなり濃淡がある。
　担当者が熱心な自治体では国の施策よ
りも先行している一方で、消極的な自治
体も少なくない。WLB施策と一口にいっ
ても大企業と中小企業、都市と地方では
モデルが異なる。地域連携を促進する上
で、ドイツの施策から、日本は学ぶ余地
があるだろう。

渥美 由喜株式会社富士通総研主任研究員

WLBは家族政策の重要な柱

官民・地域が連携した
「家族のための同盟」

「地域連携」の推進が鍵
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連載／その2

　推進室では、これまでの取組の効果
や、現在の国民の皆様の意識やニーズを
把握し、今後の一層の施策推進に役立て
るために、「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）」の現状や、仕事
と生活の調和の実現を推進する「カエ
ル！ジャパン」キャンペーンに関する意
識調査を実施しました。

１．調査結果（概要）
[ポイント（図1参照）]
●「仕事」優先を希望とする人は、2.0％
にすぎないが、現実には約半数が「仕
事」優先となっている。また、女性で
は、「家庭」優先を希望とする人は、18.3
％だが、現実には、30.2％の人が「家
庭」優先となり、男性と比べて傾向が異
なる。
●「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人
の生活」の優先度について、希望とする
生活と現実の生活が一致している人は約
15％に留まり、希望と現実に大きな乖離
がある。

[その他の主な結果（図1以外）]
●「仕事」のための時間が取れている割
合は約７割、「家庭生活」のための時間
が取れている割合は約６割、「休養」の
ための時間が取れている割合は約５割と
なっている一方、「学習・趣味・スポー
ツなど」のための時間が取れている割合
は約４割、「地域活動」に参加する時間
が取れている割合は約２割と他に比べ少
ない。
●ワーク・ライフ・バランス度は、平均
51.2点（注）。性別でみると、男性に比べ
て、女性のほうがワーク・ライフ・バラン
ス度が高い。
●「ワーク・ライフ・バランスが実現さ
れた社会」に近づくためには、企業によ
る取組として、「無駄な業務・作業をな
くす」が必要と考えている割合は９割近
く。全体としては、トップの責任に係る
取組が必要であると考える割合が高い。
●「ワーク・ライフ・バランスが実現さ
れた社会」に近づくためには、政府によ
る取組として、「保育所など子育て支援
を拡充する」ことが必要と考えている割
合は８割近い。
●ワーク・ライフ・バランスのための努
力をしている割合は約2割に留まり、努
力していない割合が約４割。

２．結果を踏まえて 
　本調査を通して、仕事と生活の調和が
実現できていない人が多いこと、政府の
取組（子育て支援の拡充や、ワーク・ラ
イフ・バランスに関するPRなど）の必要
性を改めて認識しました。
　本調査から得られた国民の皆様の意
識やニーズについての知見を、今後の関
係施策の推進に役立て、仕事と生活の調
和の実現に向けて一層の取組の強化を図
っていきます。

内閣府仕事と生活の調和推進室

仕事と生活の調和推進室だより⑥

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）に
関する意識調査を
実施しました

調査結果の詳細（仕事と生活の
調和推進ポータルサイト内））
http://www8.cao.go.jp/wlb/research/
pdf/wlb-net-svy.pdf
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調査の概要
○調査対象
全国20歳以上60歳未満の男女2,500
人（人口構成比で割付）
○調査期間
平成20年8月1日～8月3日

○調査方法
調査会社の登録モニターに対する
インターネット調査
○調査事項
1.「仕事」、「家庭生活」、「地域・
個人の生活」の関わり方(希望と
現実)
2. 仕事、家庭生活、地域活動、学
習・趣味・スポーツ、休養の時間
は取れているか
3. ワーク・ライフ・バランス度
4.「ワーク・ライフ・バランスが実現
された社会」に近づくために必要
な取組（企業による取組、政府に
よる取組）
5. ワーク･ライフ・バランスのために
努力しているか

仕事と生活の調和に
関する理想と現実

（注）「あなたのワーク・ライフ・バ
ランス度を 100 点満点で点数化
するとすれば、何点か」という
質問への回答より集計。



15

フィリップ モリス ジャパンのＤＶ被害者への支援
連載／その3　DVに対する取組事例④

　フィリップ モリス インターナショナル
は160か国以上で事業を行う国際的なた
ばこ会社です。企業としての社会貢献活
動として、地域社会における重要な問題
の解決を目指し、さまざまな活動を展開
しています。日本における子会社である
フィリップ モリス ジャパン（株）（以下
「ＰＭＪ」）は、家庭という誰もが安心し
て過ごすことができるはずの場所で暴力
の脅威にさらされるＤＶや児童虐待につ
いて、啓発活動や被害者への自立支援に
取り組んでいます。

　ＰＭＪでは、ＤＶ問題に取り組むＮＰ
Ｏ法人などの団体・組織への支援と協働
によりＤＶ被害者への支援を行っていま
す。
　民間シェルターの全国的なネットワー
ク団体が毎年開催する「全国シェルター
シンポジウム」の開催を、平成15年から
継続的に支援しています。
　また、全国各地の民間ＤＶ電話相談機
関が共同で被害者の相談を行う、通話無
料のＤＶ電話相談である「全国共通ＤＶ
ホットライン」事業について、平成16年
のホットライン開設当初より助成を行っ
ています。
　さらに、支援者の人材育成の一環とし
て、被害者支援団体の実施による、被害
者支援の先進地であるアメリカでの研修
事業を支援しています。

　こうした団体・組織への支援に加え、
被害者に、より直接的な支援を提供する
ことができないかと考え、どういうこと
が可能か支援団体のスタッフと協議する
中で、多くの被害者が、シェルターを退

所して自立する際のアパートの賃借費用
や子どもの養育費用などが重い負担と
なっていることがわかりました。そこで、
被害者の自立支援のための基金（ＤＶ被
害当事者サポートＰＭＪ基金）を設立す
ることになり、ＰＭＪは、基金設立の原
資を拠出しました。
　この基金は、前述の民間シェルターの
全国的なネットワーク団体が運営し、当
面の生活費用や転宅費など、被害者の生
活再建に必要な資金を無利子で融資する
ものです。本年1月の融資開始からこれ
まで、18件の融資実績がありました。融
資とし、少しずつでも返済していくこと
が、被害者自身の自立を促すことになれ
ばと考えています。
　基金では、他の企業や団体、個人の
方々からの寄付を受け付けており、ＰＭ
Ｊも、寄付を通じて支援の輪が広がって
いくことを願っています。

　ＤＶ問題への取り組みは、1990年代初
頭に米国で、当時の会長がＤＶ問題の活
動家であった女性の死亡記事を読み、大
きな衝撃を受けたことに始まっています。
その後、グローバルにＤＶ被害者支援に
取り組んできた背景があり、男性社員が
多いＰＭＪ社内でもＤＶ被害者支援への
理解があります。2年前に社員を対象に
「どのような社会貢献活動をすべきか」
をアンケート調査したところ、「女性と
子どもへの支援」が上位にあげられまし
た。
　今後は、ＤＶの予防やいわゆる「デー
トＤＶ」への対策に力を入れていくほか、
若い人たちがこれら問題に取り組むよう
支援者の育成をサポートしたいと考えて
います。

内閣府男女共同参画局推進課

ＮＰＯ法人など
組織・団体への支援

ＤＶ問題への理解の深まり

ＤＶ当事者サポートＰＭＪ基金
振込専用口座 ゆうちょ銀行
[00190-1-594171]
（特非）全国女性シェルターネット

DV根絶国際フォーラムでは、社員もボ
ランティアとして参加

全国共通ＤＶホットライン
０１２０－９５６－０８０
（月～土　10:00～ 15:00）

ＤＶ被害者の自立支援
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このたび厚生労働省は、10,021事業
所を対象に実施した「平成19年度雇用
均等基本調査」の結果を取りまとめま
した。

育児休業取得率は女性89.7%、男性
1.56%で、前回調査（平成17年度）に比
べ女性で17.4ポイント、男性で約3倍と、
男女とも大幅に上昇しているものの、

男性の育児休業取得率は依然として
低水準でした（図1）。
育児のための勤務時間短縮等の措置
等を導入している事業所割合は約1割
上昇し約5割になっています。利用可
能期間も長期化傾向にあります（図2）。
母性健康管理制度の規定状況は、均
等法改正前後を比較すると大きく進展
しているものの、平成19年度調査と平
成16年度調査との比較では大きな変化
はみられず、各制度の規定率は約3割
となっています（図3）。

行政施策トピックス／国の施策紹介

「平成19年度雇用均等
基本調査」結果概要T O P I C S

育児休業取得率が男女ともに
上昇、しかし男性は
依然として低水準

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

2Part

図1　育児休業取得率の推移

図2　育児のための勤務時間短縮等の措置の有無、最長利用期間別事業所割合

図3　母性健康管理制度の規定の有無別事業所割合

規定あり 規定なし 不明
注：平成9年度は「妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置」は調査していない。

妊娠中又は出産後の
症状等に対応する措置

妊娠中の休憩

妊娠中の通勤緩和

妊産婦の通院休暇

19年度
16年度

19年度
16年度
9年度

19年度
16年度
9年度

19年度
16年度
9年度

平成19年度

平成17年度

「3歳に達するまで」 「3歳～小学校就学前の一定の年齢まで」 「小学校就学の始期に達するまで」以上
不明 制度なし 不明
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は配偶者が出産した者）の数

＝
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0.12
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とよた男女共同参画センター
（キラッ☆とよた）

 「キラッ☆とよた」は、豊田市における
男女共同参画推進の拠点施設として平成
13年にオープンしました。愛称である
「キラッ☆とよた」には、本市の目指す
べき将来像である「キラリ☆と輝くこと
ができる社会」が実現されるようにとの
願いが込められています。
　当センターでは、市民一人ひとりが充
実した生活を送りながら、多様な生き方
を選択し実現できる社会を目指して、4
つの柱からなる事業を展開しています。
　一つ目は様々な講座やセミナーの開催
です。今年度は「自立」をテーマに女性
人材養成講座「クローバーカレッジ」や
男性の家事・育児への参加を応援する講
座などを開催しています。特に男性保育
師連盟を講師に招いて実施する「親子遊
び」の講座は毎回好評を得ています。
　二つ目は情報の収集と発信です。年2
回情報誌を発行するほか、地元ラジオ局
とタイアップして、日常のいろいろな会
話の中から見え隠れするジェンダーをド
ラマ仕立てで放送する「10min（ミニッツ）
ジェンダー講座」と、ゲストを迎えて身
近なテーマでトークを展開し、楽しみな
がら男女共同参画について考える「あな
たとわたしの伝言板」の２つの番組を制
作、放送しています。また、「10minジェ
ンダー講座」を題材にジェンダーをわか
りやすく解説した漫画「ジェンダーって
なに？」を発行し、市内の中学3年生全生
徒に配布しています。さらに、毎年男女
共同参画週間にあわせて「男女共同参画
川柳」を募集、市民から多くの作品が寄
せられます。6回目を迎える今年は、優秀
作品に選ばれた「願わくは　男子トイレ
に　オムツ台」がきっかけとなって市役

所の男子トイレにオムツ台が設置される
など市民の声が行政に活かされています。
　三つ目は、団体への活動支援です。会
議室やクッションフロアーの多目的室、
調理実習室や託児室などを活動の場とし
て提供するほか、団体が実施する様々な
講座に対して講師料を助成しています。
　最後は、相談事業です。女性が抱える
様々な悩みに専門の女性相談員が対応す
る「クローバーコール」のほか、平成18
年10月から男性のための電話相談「メン
ズコール☆とよた」を実施しています。
　さらに、今年度から、市民が仕事、家
庭生活、地域社会など様々な場面でバラ
ンスのとれた活動ができるワーク・ライ
フ・バランスを推進するために、市内の
中小事業所へ「ワーク・ライフ・バラン
ス推進員」を派遣して、職場環境の整備
や働き方の見直しなどを啓発する事業を
実施します。
　「キラッ☆とよた」では、今後とも男
女共同参画社会の実現に向けて、次世代
を担う子どもたちへの正しい教育、男性
の意識改革や生活者としての実践などを
念頭に置いて様々な事業に取り組んでい
きたいと思います。
　最後に、当センターは、今年７月にリ
ニューアルオープンし、利用者からも
「明るくなった、利用しやすくなった」と
好評です。また、蔵書数3,500冊の図書
コーナーや男女共同参画に関する様々な
情報を提供する情報コーナーなども多く
の方に利用されています。これからも市
民が気軽に利用できる施設となるように
努めていきたいと思います。
とよた男女共同参画センター
（キラッ☆とよた）
愛知県豊田市小坂本町１－２５
http://www.hm4.aitai.ne.jp/̃clover/
http://www.city.toyota.aichi.jp/

取組事例ファイル／その1 自治体編

キラリ☆と
輝くことのできる
社会を目指して

ジェンダー漫画。

FMラジオ
「あなたとわたしの伝言板」。

川柳がきっかけで市役所の男子トイ
レに設置されたオムツ台。

Toyota
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　損保ジャパンは女性社員の割合が多い
会社であり、現在はパート・アルバイト
を含む全従業員の約6割が女性です。そ
の女性社員の大半が当社業務の根幹を
担う保険の引受・支払部門の事務を担当
しています。したがって当社にとって女
性社員が活躍することは会社全体の活性
化に繋がり、競争力をより強化できると
考えており、女性活躍支援のための施策
として3つの柱で推進しています。
　1つ目は「仕事と生活の両立支援制
度」です。女性社員がより長く働いても
らうための支援となるよう、これまでの
利用者の声を反映させて、より取得しや
すい制度を目指し新設・改定していま
す。代表的な改定のひとつとして育児休
業制度があります。以前の制度では休業
期間は子供が満1歳になるまででした
が、保育園に空きが出る時期は4月であ
ること、入園して1ヶ月は慣らし保育があ
り復帰時に苦労するという利用者の声が
ありました。そこで満1歳になった翌年度
の4月末まで育休が取得できることとし、
利用者が復帰しやすいかたちに改定しま
した。その他、制度を柔軟に改定・新設
することにより、今では2002年度から比
べ各種両立支援制度の利用者が約4倍と
増加しています。
　2つ目は「キャリア充実支援」です。さ
まざまな価値観や働き方に応じたキャリ
アアップができる仕組みづくりを実施し
ています。例えば、業務職（他社でいう
一般職）の新たなキャリアモデルとし
て、2005年に「業務リーダー」という他
の職員の指導・育成、業務の適正化を担
うポジションを新設しました。さらに業

取組事例ファイル／その2 企業編

株式会社損害保険ジャパン
東京都

会社概要／株式会社損害保険ジャパン　2002年に安田火災・日産火災が合併し、のちに大成火災が合流。2007年度、
正味収入保険料は13,450億円。　社員数は16,095名で代理店数54,282店。国内拠点は営業部・支店－108、営業課・
営業所－535、サービスセンター（事故対応サービス拠点）－251。海外拠点は26か国41都市。

務リーダーの次のステップとして2007年
にはマネジメントに関する業務も行う
「業務リーダー（課長）」が作られ、業
務職ならではの経験とスキルを活かして
活躍できるフィールドを広げています。
　3つ目は「社員の意識改革（企業風土
の醸成）」です。女性活躍推進浸透のた
めの仕組みづくりとして意識改革は最も
重要であり、トップとボトム両方からの
働きかけが必要と考えています。トップ
からの働きかけとしては社長メッセージ
や管理職向けの研修などを継続的に実施
しています。ボトムからの取り組みの代
表的なものとしては社員組織である「ダ
イバーシティコミッティ」があり、全国
各地域の職場に所属する男女各１名のメ
ンバー(約420名)と、核となるボードメン
バー(14名)から構成されています。本コ
ミッティは人事部女性いきいき推進グル
ープと連携・協働して社員の意識改革活
動を行っており、各メンバーが自主的に
全国各地のセミナーやファミリーデイ
（職場参観）などの企画・実施をした
り、ダイバーシティに関する情報を幅広
く集約・発信したり、その集約した声を
施策に生かせるよう提言したりという活
動をしています。
　この3つの柱をベースにそれぞれ多方
面な施策を展開し、最終的には男女の差
なく社員のさまざまな価値観（働き方）
を受け入れ、社員それぞれのポジション
で最大限の能力を発揮・活躍でき、働き
続けることのできる企業を目指して取り
組んでいます。
（人事部　女性いきいき推進グループ）

女性活躍支援のための
施策3つの柱

各種制度の紹介や取組事例をまとめ
た小冊子

各種制度の掲載サイト。産休・育休
期間の自動計算ができる。

本社ファミリーウィーク（職場参観）

Tokyo
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　9月24日に麻生太郎内閣が発足し、2名
の女性閣僚が入閣しました。
　男女共同参画のほか、少子化対策、青
少年健全育成、食育、公文書管理を担当
する小渕優子大臣と、引き続き科学技術
対策、食品安全、消費者行政推進、宇宙

開発を担当する野田聖子大臣です。
　男女共同参画を担当することになった小渕大臣は、初入
閣であるとともに、戦後最年少での入閣となり、大臣の就
任記者会見では、「重要な政策課題に取り組むこととな
り、身の引き締まる思い。麻生内閣の一員として、精いっ
ぱい務めてまいりたい」と抱負を述べました。
　とりわけ少子化対策については、大臣自身が昨年出産し
て子育て中であり、「子どもを育てながら仕事をしていく
上で、いろいろな課題にぶつかることがあるし、不安も心
配もたくさんあるが、そうしたことを乗り越えるとともに、
自らの経験をいろいろな形で施策に結びつけていきたい」
と述べ、担当大臣として、自身の経験を各種施策に役立て
ていきたいとの思いを語っています。

小渕優子
男女共同参画担当大臣が就任

共同参画情報部／１

News

内閣府1
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　９月5日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため
の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令」が公布されました。本年12月１日から、被害者等が
刑事裁判に参加する制度が施行され、殺人や傷害、強制わ
いせつや強姦などの犯罪の被害者等が、裁判所の許可を得
て被害者参加人として刑事裁判に参加し、一定の要件の下
で公判期日への出席や被告人質問等の訴訟活動を行うこと
ができるようになります。
　これに伴い、資力が乏しい被害者参加人のための国選弁
護制度も同日に施行され、日本司法支援センター（法テラ
ス）では、国選被害者参加弁護士の候補を指名して、裁判
所に通知する業務等を行うことになっています。
　法テラスでは、今後、同日の施行に向け、本業務の準備
を進めるとともに、リーフレット等を作成し、この制度の詳
細について、ご案内をしていく予定です。また、現在も弁
護士紹介等の犯罪被害者支援業務を実施しておりますの
で、法的支援を必要と
する犯罪被害者の方々
に対しては、法テラスを
ご案内ください。
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/

被害者参加人のための国選弁護制度

法務省2
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Kyodo-Sankaku Information board / Part 1

　独立行政法人国立女性教育会館では女性の人権、女性
の能力開発・人材育成等地球規模の課題をテーマに海外専
門家を招へいして行うフォーラムの参加者を募集します。
アジア太平洋地域の喫緊の課題を取り上げ、海外の研究
者や行政関係者・女性団体等指導者との交流を深めるとと
もに、ネットワークづくりを進めます。
日程：12月20日（土）～21日（日）１泊２日
対象：男女共同参画・女性教育・家庭教育等の行政担

当者、女性関連施設職員、女性団体等のリーダー、
研究者、国際交流・開発援助に関わる者、企業関
係者等　60名

申込方法：国立女性教育会館HPから必要書類をダウン
ロードし、FAXまたは郵送でお申し込みくだ
さい。
http://www.nwec.jp/

問合せ先：国立女性教育会館研究国際室
TEL 0493-62-6711　FAX 0493-62-9034
e-mail：rese@nwec.jp

「女性のエンパワーメント国際フォーラム」
参加者募集

企画展示
「女性の高等教育の黎明
～チャレンジした女性たち～」
　独立行政法人国立女性教育会館では、下記日程で企画
展示を行います。
　女性のための高等教育機関の創設者、下田歌子（実践
女子大学）、津田梅子（津田塾大学）、吉岡彌生（東京女子
医科大学）、二階堂トクヨ（日本女子体育大学）、香川綾（女
子栄養大学）の５人の女性教育者をとりあげ、各大学の協
力を得て、それぞれの創設者の人物像や、女性の高等教
育の黎明期の状況を紹介しますので、是非ご来場ください。
　日時：10月10日（金）～12月23日（火）

9：00～17：00
　場所：国立女性教育会館本館１階
　　　　女性アーカイブセンター展示室（入場無料）
　休館日：10月20日（月）、11月4日 （火）、17日（月）、
　　　  12月1日（月）、15日（月）
　詳細は国立女性教育会館HPをご覧ください。
　http://www.nwec.jp/
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日時：10月24日（金）13：00～15：30
場所：女性と仕事の未来館ホール（東京都港区芝5-35-3）
内容：＜パネルディスカッション＞
「改めて考える
ポジティブ・アクションの必要性・重要性」
コーディネーター
鹿嶋敬氏（実践女子大学人間社会学部教授）
パネリスト
伊藤卓二氏（㈱大崎タイムス社代表取締役社長）
内海房子氏（NECラーニング㈱代表取締役執行役員社長・女性の活躍推進協議会委員）
金子元昭氏（シナノケンシ㈱代表取締役社長）

申込方法：10月20日（月）必着（入場無料）
代表者氏名、人数、所属、連絡先（電話）を任意の
様式に記入の上、下記宛先までFAX又は郵送でお
申し込み下さい。定員（約250名）になり次第締め
切ります。

　宛先・問合せ先：
シンポジウム事務局（厚生労働省雇用均等政策課内）
〒100-8916　東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-5253-1111（7844）  FAX 03-3502-6762

20

Event

　日時：11月1日（土）13：30～16：00
　場所：ウイング・ウイング高岡４階
　　　　生涯学習センターホール（高岡市末広町1-7）
　内容：内閣府報告、高岡市男女平等・共同参画都市宣言
　　　宣誓、基調講演等

　参加方法：申込不要（託児は10月22日までに要予約）
　問合せ先：高岡市男女平等・共同参画課
　　　　TEL 0766-20-1812

男女共同参画宣言都市奨励事業（富山県高岡市）

全国相談担当者研修会 ＩＮ 関西

Event

日時：10月24日（金）12：45～17：00
場所：山形テルサ（山形市双葉町1-2-3）
内容：内閣府報告、基調講演、男女共同参画宣言都市
　首長によるシンポジウム、サミット共同宣言等

問合せ先：全国男女共同参画宣言都市サミットinやま
　がた実行委員会
　TEL 023-641-1212（582）FAX 023-641-1908

詳細はHPをご覧ください。
http://www.danjo-y.jp

日時：11月7日（金）13：00～17：00
        　　8日（土）に記念事業(分科会)開催
場所：出雲市民会館（島根県出雲市塩冶有原町2-15）
内容：内閣府報告、基調講演、男女共同参画宣言都市    
        首長によるシンポジウム、サミット共同宣言等
問合せ先：サミットinいずも実行委員会
        TEL 0853-22-2055　FAX 0853-22-2157
              

7

日時：11月21日（金）10：30～17：00
　場所：大阪府立女性総合センター（ドーンセンター）
　内容：働く女性への相談支援に向けて、医師やキャリア    
            カウンセラー他による講演、パネルトーク
　対象：関西圏の女性関連施設の相談業務担当者等（無料）
　定員：90人（先着順）
詳細は女性と仕事の未来館HP「セミナー・イベントカ
レンダー」をご覧下さい。
http://www.miraikan.go.jp

Event 8

5

Event 6

日本経済と企業にとっての
ポジティブ・アクションを考えるシンポジウム

Event

平成20年度
「配偶者からの暴力被害者支援セミナー」
　内閣府では、全国の地方公共団体等の相談業務担当者
を対象とし、相談事案の手続き等が円滑かつ迅速に対応
できるようにするとともに、相談業務の質の向上を図るこ
とを目的として以下のとおりセミナーを開催します。
基礎セミナー
10月28日（火）～29日（水）北海道札幌市
10月30日（木）～31日（金）愛媛県松山市
11月13日（木）～14日（金）富山県富山市
対象：相談員等としての経験年数が３年未満の者

応用セミナー
11月19日（水）～20日（木）国立女性教育会館
対象：相談員等としての経験年数が３年以上の者

管理職セミナー
平成21年1月22日（木）～23日（金）
　　　 国立女性教育会館
対象：配偶者からの暴力に関する相談事業を統括

する立場の者等
各セミナーの詳細は国立女性教育会館HPをご覧ください。
http://www.nwec.jp/
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全国男女共同参画宣言都市サミット in やまがた

全国男女共同参画宣言都市サミット in いずも

Event 4



リレートーク
　今回のスペシャル・イン
タビューは、千葉県野田市
の根本市長にご登場いただ
きましたが、根本市長は環
境問題にも積極的に取り組
んでおられ、非常に珍しい
と思うのですが、マニフェ
ストの中にレイチェル・カ
ーソンを取り上げておられ
ます。
　ご存じの方も多くいらっ
しゃると思いますが、1962
年、アメリカの作家で海洋
生物学者でもあったレイチ
ェル・カーソンの「沈黙の
春」（原 題：Silent Spring）
によって、農薬などの化学
物質の危険性が指摘されま
した。
　野田市においてもホタル
がいなくなり、メダカ、ド
ジョウの姿も見えなくなり、
イナゴやカエルも珍しくな
ったそうですが、江川地区
の水田で減農薬の米づくり
を２年間行っただけで多く
の生き物が戻ってきたそう
です。
　自然との共生、今私たち
は何をすべきなのでしょう
か。

（編集デスクＭ・Ｔ）

Relay talk

編集後記

Editor's Note
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藤村由美子Fujimura Yumiko

ウィ・ネットとちぎ　事務局

Kyodo- Sankaku

Relay Talk 1

　「一人の女性として如何に生きるべき
か」この命題を問い続けて早３０年。そ
の間、大阪から栃木へ嫁ぎ、仕事も家庭
も波瀾万丈！見えない壁、開かないドア、
選べない道、そして抱えきれない雑務…
突き当たるたびに『世の中、どこかおか
しくない？』という思いを胸に、ひたすら
「男女平等」「男女共同参画」の理念を

追い求め、細々と啓発活動を続けて来ました。それが昨年、
ヤングリーダー会議に参加した時に、ズルッと肩の力が抜け
たのです。
　今年からは、興味のない人々にむつかしいことをあえて
「説明」するよりも、とにかく楽しく「体感」してもらう活
動に大きく軌道修正。ウィ・ネットとちぎでは父親の育児参
加促進イベントを実施し、たしかな手応えを感じました。ま
た、地元の地域推進員グループでは劇団による啓発活動を
開始し、正に男女共同参画活動の第２ステージ突入です。

Nonaka Mariko

佐賀県立女性センター（アバンセ）

Relay Talk 2

　佐賀県の意識調査では、全体の6割の
人が夫は仕事、妻は家庭という伝統的な
性別役割分担に反対しています。しかし、
8割の女性が家事の大半を担い続けてい
る残念な結果から、“男性の家事参画推
進”の取り組みを進める必要があります
が…なかなか進まないのも現実です。
　そこで、佐賀県とアバンセでは、男性

の家事時間を増やそうと「男性の家事参画キャンペーン　
～家事するあなたはカッコイイ！～」を展開中です。キャン
ペーン期間中は、“男の家事　フォト＆川柳コンテスト”や
“父親の育児参画セミナー”などの企画が盛りだくさん。
猛暑のなか、日々の業務に追われつつ、事業の宣伝にと、
大量のチラシを抱え、無我夢中に走り続けている今日この
頃です。

野中まりこ



“Kyodo - Sankaku”10 内閣府
男女共同参画局

お問い合わせは、内閣府男女共同参画局へ　
HP：http://www.gender.go.jp

「内閣府男女共同参画局　2008 年 9月発行　
男女共同参画パンフレット改訂版」
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